
 

平成２０年１２月５日 

 

 

 

中小企業倒産防止共済制度発足三十周年記念加入促進貢献団体及び

金融機関への経済産業大臣表彰及び中小企業庁長官表彰について 

 

 独立行政法人中小企業基盤整備機構主催・経済産業省は、中小企業倒産防止

共済制度への加入促進に貢献した団体及び金融機関に対し、経済産業大臣表彰

及び中小企業庁長官表彰を行います。 

 

表彰状授与式は、１２月５日（金）１５時より虎ノ門パストラル葵の間にお

いてとり行います。 

 

１．中小企業倒産防止共済制度とは 

 中小企業倒産防止共済制度とは、中小企業倒産防止共済法に基づき取引先企

業の倒産の影響を受けて中小企業が連鎖倒産する等の事態の発生を防止する

ため、中小企業の相互扶助の精神に基づき、中小企業の経営の安定に寄与する

ことを目的とした共済制度として昭和５３年に創設しており、現在、約２９万

社が在籍しております。（制度概要別紙１） 

 

２．表彰式 

日 時：平成２０年１２月５日（金） １５：００～１６：３０ 

 場 所：虎ノ門パストラル 葵の間 

     東京都港区虎ノ門４―１－１（03-3432-7261） 

  

３．表彰対象団体（別紙２） 

【経済産業大臣賞】 

   団体：TKC 企業共済会、東京税理士協同組合、名古屋税理士協同組合 

  金融機関：東京東信用金庫、商工組合中央金庫、十三信用金庫 

 

【中小企業庁長官賞】 

団体：柴田町商工会 他１３団体 

金融機関：札幌中央信用組合 他１６金融機関 

 



 

４．出席者 

  ・表彰対象団体 

  ・来賓 全国商工会連合会専務理事、日本商工会議所常務理事、 

    全国中小企業団体中央会専務理事、全国青色申告会総連合会事務 

局長、社団法人全国信用金庫協会常務理事、社団法人全国信用組

合中央協会常務理事 

  ・経済産業省 経済産業大臣政務官 

・中小企業庁 事業環境部長他 

・独立行政法人中小企業基盤整備機構 理事長、副理事長他 

 
 

●本発表資料のお問い合わせ先 

  中小企業庁事業環境部企画課経営安定対策室  

担当者： 鯨井補佐、東谷係長 

電 話： ０３－３５０１－１５１１（内線 ５２５１） 

０３－３５０１－０４５９（直通） 

  独立行政法人中小企業基盤整備機構経営安定再生部  

担当者： 榎本審議役、占部課長 

電 話： ０３－３４３３－８８１１ 

     ０３－５４７０－１５４０（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙１） 

1．中小企業倒産防止共済制度の概要 

 (1)趣 旨 

  ・中小企業が取引先企業の倒産の影響により、連鎖倒産・著しい経営難に陥る等の事

態を防止するために設けられている共済制度 

  ・中小企業倒産防止共済法に基づき昭和 53 年に発足 

  ・中小企業者が拠出した掛金を基に、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営 

 (2)在籍社数：約２９万件 共済資産：約６，０００億円（平成２０年３月末現在） 

 (3)倒産防止共済制度の概要 

         

         

         

 加    入  

               

         

 資    格  

        

 

 

 

 

１年以上継続して事業を行っている次に掲げる中小企業者    

・製造業、建設業、運輸業等                 

  従業員300人以下又は資本金３億円以下の会社又は個人    

・卸売業                          

  従業員100人以下又は資本金１億円以下の会社又は個人   

・サービス業                    

  従業員100人以下又は資本金５千万円以下の会社又は個人 

・小売業                         

  従業員50人以下又は資本金５千万円以下の会社又は個人 

・企業組合及び協業組合                   

・ゴム製品製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業は 

別途規定あり 

         

 掛    金  

         

月額5,000円～80,000円（5,000円きざみ） 

［掛金の増額、前納可、40ケ月掛金を納付した場合掛止め可、  

 掛金積立限度額は320万円］ 

         

         

 

 

 

 

 

  共済金の貸付 

         

         

   

                 

               

・貸付事由：掛金納付月数が６ケ月以上ある契約者について、取引先 

企業が倒産し、これに伴い、売掛金債権等の回収困難が生じた時 

（注）「倒産」とは、次のいずれかの事態が発生すること。 

  ①破産手続開始、再生手続開始、更正手続開始、整理開始又は特別

精算開始の申立てがされること。 

  ②手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受   

けること。 

・貸付条件：無担保、無保証、無利子。ただし、共済金の貸付を受けた

者は、貸付金額の10分の１に相当する額が掛金総額から控除される。 

・償還方法：５年（据置期間６ケ月を含む）の毎月均等償還（償還を 

      怠ると年14.6％の違約金を徴収する） 

・貸付限度額：回収が困難となった売掛金債権等の額と掛金総額      

の10倍に相当する額のいずれか少ない額（貸付残高は3,200万円以内） 



 

 掛 金 の        

 税法上の取扱  

・個人：必要経費扱い 

・法人：損金扱い 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  解    約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・共済契約の解除の種類 

  ①任意解約 ：契約者が任意に行うことができる解約 

 ②機構解約 ：契約者が１２カ月以上の掛金の滞納をしたとき 

        又は不正行為によって共済金の貸付けを受けよ 

        うとしたときに機構が行う解約 

 ③みなし解約：契約者の死亡又は解散したとき等の場合には、その死

亡等のときに解約されたものとみなされる。 

・解約手当金  ：共済契約が解除されたときは、１２カ月分以上 

        の掛金を納付した契約者について解約手当金が 

        支給される。解約手当金の額は掛金の納付され 

        た月数に応じて、掛金総額に下表の率を乗じて 

        得た額となる。 

  

掛金を納付した月数         任意解約   機構解約  みなし解約 

 12ｶ月以上24ｶ月未満       ８０％       ７５％       ８５％ 

 24ｶ月以上30ｶ月未満        ８５％       ８０％       ９０％ 

 30ｶ月以上36ｶ月未満        ９０％       ８５％       ９５％ 

 36ｶ月以上40ｶ月未満        ９５％       ９０％     １００％ 

 40ｶ月以上            １００％       ９５％     １００％ 

 

注）契約者が偽りその他不正の行為によって共済金等の支給を受け、又

は受けようとした場合は解約手当金は支給されない。 

         

         

 契約者貸付        

         

 （一時貸付）  

               

               

・貸付事由：事業資金（設備資金、運転資金）が必要なとき 

・貸付限度額：解約手当金の95％の範囲内 

・貸付利率：年1.5％（市場金利の動向により変動します。） 

・貸付期間：12月 

・担保、保証人：不要 

・償還方法：期限一括償還（償還を怠ると年14.6％の違約金を      

徴収する） 

 

（注）①契約者は、いつでも自由に共済契約を解除することができる。 

   ②契約者の死亡（個人の場合）／解散（会社の場合）又は事業の全部を譲渡したと

きは、その時点で共済契約が解除されたものとみなされるが、契約の承継がされ

たときは、解約にならない。 



(別紙２) 

 

中小企業倒産防止共済制度発足 30 周年記念表彰受賞団体及び金融機関 

 

 

（団体の部） 

 

１．経済産業大臣賞受賞団体（３団体） 

 

 団体名 都道府県 

１ ＴＫＣ企業共済会 東京都 

２ 東京税理士協同組合 東京都 

３ 名古屋税理士協同組合 愛知県 

 

 

２．中小企業庁長官賞受賞団体（１４団体） 

 

 団体名 都道府県 

１ 柴田町商工会 宮城県 

２ 協同組合ディーディーケー 東京都 

３ 東京商工会議所 東京都 

４ 一宮商工会議所 愛知県 

５ 社団法人中川青色申告会 愛知県 

６ 京都税理士協同組合 京都府 

７ 大阪・奈良税理士協同組合 大阪府 

８ 兵庫県西税理士協同組合 兵庫県 

９ 倉敷商工会議所 岡山県 

10 中国税理士協同組合 広島県 

11 広島商工会議所 広島県 

12 松山商工会議所 愛媛県 

13 北九州商工会議所 福岡県 

14 うるま市商工会 沖縄県 

 

 

 

 

 



（金融機関の部） 

 

１．経済産業大臣賞受賞金融機関（３金融機関） 

 

 金融機関名 都道府県 

１ 東京東信用金庫 東京都 

２ 商工組合中央金庫 東京都 

３ 十三信用金庫 大阪府 

 

２．中小企業庁長官賞受賞金融機関（１７金融機関） 

   

 金融機関名 都道府県 

１ 札幌中央信用組合 北海道 

２ 栃木銀行 栃木県 

３ 川口信用金庫 埼玉県 

４ 足立成和信用金庫 東京都 

５ さわやか信用金庫 東京都 

６ 城北信用金庫 東京都 

７ 巣鴨信用金庫 東京都 

８ 西武信用金庫 東京都 

９ 横浜信用金庫 神奈川県 

10 大垣信用金庫 岐阜県 

11 大阪市信用金庫 大阪府 

12 大阪信用金庫 大阪府 

13 大福信用金庫 大阪府 

14 尼崎信用金庫 兵庫県 

15 淡路信用金庫 兵庫県 

16 兵庫県信用組合 兵庫県 

17 おかやま信用金庫 岡山県 

 

 

 


